
 

監査結果公表第２７－１６号 

 

定期監査の結果に対する措置の通知の公表について 

 

 次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第１９９条第１２項及

び八尾市監査委員条例第８条の規定により公表します。 

 

平成２８年３月２日 

 

八尾市監査委員   田 中  清 

同      八 百 康 子 

同      小 湊 雅 子 

同      土井田 隆 行 

同      吉 村 和三治 

 

記 

 

１ 措置の通知 

   平成２２年度定期監査（教育委員会事務局旧学校教育部）及び 

平成２３年度定期監査（教育委員会事務局生涯学習部）の結果に対する措置の通知 

    平成２８年２月２２日付け八教生教政第１７０号 

   平成２４年度定期監査（こども未来部）の結果に対する措置の通知 

    平成２８年２月２２日付け八ここ第６６３号 

   平成２５年度定期監査（土木部）の結果に対する措置の通知 

    平成２８年１月２７日付け八土土総第１０８号 

   平成２５年度定期監査（健康福祉部）の結果に対する措置の通知 

    平成２８年２月２９日付け八健地第２７２号 

 

２ 問合せ先 

   八尾市本町一丁目１番１号 

    八尾市監査事務局 

     電話番号 072－924－3896（直通） 

 

３ その他 

   措置の通知については、市役所３階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できます。 

 



 

平成 25年度実施土木部定期監査の結果に対する措置等の内容 

土木総務課 

指摘事項 
本通知時までに講じた 

措置又は改善方針等 
H27.2.26までの取り組み等の内容 

１ 道路占用・法定外公共

物占用・準用河川占用許

可事務について 

⑸ 占用許可に係る事務

については、課長専決

で処理されているが、

八尾市事務処理規程に

おいて専決事項が定め

られていないので、年

間処理件数等を鑑み、

適切な事務処理となる

よう規程の整備を図る

こと。 

 

措置 

状況 
１．措置済(平成27年3月31日) 

措置 

状況 
２．措置予定 

 占用料の免除内容に関して、八

尾市道路占用規則を改定しまし

た。 

 占用許可に係る事項について、

八尾市事務処理規程の土木総務

課長専決事項に追加しました。

（平成 26年 4月 1日） 

 また、占用料の免除内容に関し

て、平成 27 年度中に八尾市道路

占用規則等の見直しを行います。 

 


